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ウクライナ人道支援相談窓口を開設します 
 

 

 

 

１ 対象者 

・市内在住、在勤のウクライナ人 

・市内へ避難してきた、または避難を考えているウクライナ人 

 

２ 主な内容 

・住宅や暮らしなど相談内容に応じて関係課や各種団体の連携による総合的な人道支援 

 

３ 運用日時 

・運用開始日：４月１日（金）から 

・開 設 日：月曜日から金曜日までの平日 

・時   間：午前９時～正午、午後１時～５時 

 

４ 利用方法 

・市役所 1階 市民相談窓口にて受付 

・相談内容に応じて必要な支援窓口におつなぎします 

市民窓口課 
担当：戸籍・相談チーム 早川、浦山 

（０５６２－３６－２６４８） 

ロシアによるウクライナ軍事侵攻が激化し、ウクライナ人の方々の避難生活の長期化が

見込まれることから、市内在住・在勤のウクライナ人のご家族や知人等の避難生活を支援

するための相談窓口を開設します。 


